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早めに避難しましょう！
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風水害から身を守るために 風水害時に避難するときは

けがをしたときの応急手当

携帯ラジオ・電池

ラップ・アルミホイル 下着・生理用品
健康保険証などの
コピー

懐中電灯・電池軍手 雨具 現金・小銭マッチ・ライター

予備のメガネ
補聴器・入れ歯など

厚底靴

オムツ

笛

飲料水 非常食

救急用品
（常備薬・持病薬など含む）
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※1面と4面については大阪市危機管理室発行
　「市民防災マニュアル」の記事を引用しています。

風水害に対する備え

もしもの時に対する備え

地震や台風などの災害に対して何より大切なこと
は、日頃の「備え」です。自然災害を食い止めること
はできませんが、意識の向上や訓練を積み重ねる
ことで、被害を最小限にとどめる「減災」は可能で
す。様々な機会をとおしてこのマップを活用してい
ただき、災害からご家庭や地域を守る一助にして
いただければ幸いです。


